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児童憲章 は昭 和26年 ５月 ５日に公布 され, 児童に対す

る正しい観念を確立し ，すべての児童 の幸福をはかった

ものであ るが，そ の中 の第９項に

す べて の児童は よい遊び湯 と文化財を用意され， わる

い環境から まもられる。

と明示 され てい る。し かし実際 の地域社会 の状態 を見れ

ば，必 ずし もそ のようにはい ってお らず，所 によっては

随分ひ どい と思 われる待遇 の所 なきにしもあ ら ず で あ

る。 児童福祉法，地方 自治法 が施行 され，そ の40条,    2

条 などに児童 の教化，福祉 に関 ナるこ とが明 記されてい

る。 これら法律 を基礎 とし て児童公 園（:小規模 の児 童遊

園地，遊 び湯，広 場を含 む） の設置は年年 数を増し てい

るとはい え， すべての児 童によい遊 び場を与 えるという

ところまではまだまだい っておらない。 前途は逡かに遠

い といわざるを得ない。

障害をなし てい る原因 はいろいろ あるが， 地方 自治体

首脳部の理解度 による場合も相当あるよ うに思われる。

近畿諸都市の児童公園を集計し ，その設置状況， 運営状

況 などを分析し た結果の一端を発表し ご参考 に 供 し た

い。


